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宮古島市ふるさと納税運営管理委託業務 

 公募型プロポーザル募集要項 

 

１．公募の目的 

宮古島市（以下「本市」という）では、ふるさと納税寄附金制度を活用し、

宮古島市を応援したい方々に対し、本市のまちづくりに対する協力を求める

とともに、協働のまちづくりを推進している。 

本業務は、寄附の受付、寄附者情報の管理、返礼品の発送等のふるさと納税

に関する運営管理を委託することにより、民間事業者が持つノウハウを活用

して寄附募集等を効率化するとともに、返礼品の開発を行うことで特産品の

知名度向上を通じた地場産業の活性化に寄与しつつ、寄附金の増加と本市の

魅力発信を図ることを目的として実施するものである。 

 

２．委託の概要 

（１）業務名 

宮古島市ふるさと納税運営管理委託業務（以下「本業務」という） 

 

（２）業務期間 

   令和６年４月１日から令和９年３月 31日まで 

 

（３）業務内容 

別紙「宮古島市ふるさと納税運営管理委託業務仕様書」（以下「仕様書」

という。｣）のとおり。なお、仕様書の内容は現時点のものであり、今後、

業務執行において変更の必要が生じた際、変更する場合がある。 

 

（４）予算限度額  

1,533,173,400円（消費税及び地方消費税を含む） 

この金額は予算の限度額を示すものであり、契約額を示すものではない。 

 

３．応募資格 

受託事業者の対象者は、民間企業、NPO法人、その他の法人であって、委託

業務を的確に遂行するに足りる能力を有するものとし、次に掲げる要件をす

べて満たす者であること。なお、共同企業体を組織し応募することは不可と

する。 
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（１）宮古島市内に主たる事業所を有すること。 

 

（２）申込書の提出日において、本市の競争入札における指名停止措置を受けて

いないこと。 

 

（３）応募時点で税（国税、都道府県税、市区町村税）の滞納がないこと。 

 

（４）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該

当しない者であること。 

 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定による更正手続

開始の申立てがなされていないこと。（更正手続開始の決定を受けた者を除

く。） 

 

（６）民事再生法(平成１１年法律第２２５号)第２１条の規定による再生手続

き開始の申立てがなされていないこと。（再生手続開始の決定を受けた者を

除く。） 

 

（７）私的独占の禁止及び公正取引確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号）

に抵触する行為を行っていない者であること。 

 

（８）役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法

律第７７号)に掲げる暴力団の構成員等でないこと。 

 

（９）宮古島市情報公開条例を遵守する者であること。 

 

（10）本業務について高い見識及び十分な業務遂行体制能力を有し、関係者等と

の連絡調整等を円滑に行い、打ち合わせ等に常時参加できる体制を取れる

者であること。 

 

（11）その他、法令等に違反していないこと又は違反する恐れがないこと。 
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４．応募の手続き 

（１）応募に必要な書類の配布 

応募に必要な書類については、宮古島市ホームページからダウンロード

により入手することとし、紙での配付は行わないものとする。 

 

 

（２）応募に関する質問 

応募に関する質問がある場合は、質問票（様式１）により電子メールまた

は FAX にて提出すること。なお、電子メールまたは FAX 以外による質問は

受け付けないものとする。 

【受付期限】令和６年２月６日（火）12:00必着 

【提 出 先】後記の「11．問い合わせ先」宛て 

※提出の際は、担当者へ電話にて到着･受信の確認を行うこと。 

【回  答】質問受付後、３日以内（土日祝日除く。）に電子メールまたは

FAXにより返答する。受付した質問ならびに回答は市ホームペ

ージにも掲載する。 

 

（３）企画提案書等の提出 

企画提案へ応募するものは、次により郵送（簡易書留での送付とする）に

て提出すること。なお、「３．応募資格」を全て満たすものに限り応募可能

とする。 

企画提案書の作成および提出にあたっては、「５. 企画提案書の作成およ

び提出」に基づくこと。 

【提出期限】 令和６年２月 16日（金）17:00必着 

【提 出 先】 後記の「11．問い合わせ先」の住所宛て 

 

５．企画提案書の作成および提出 

(１) 提出書類 

上記「４．応募の手続き」にある「（３）企画提案書等の提出」にあたっ

ては、以下の書類を提出すること。なお、提出書類（ホームページ掲載様

式をダウンロードして活用ください。）の押印箇所にはすべて代表社印を押

印すること。また、企画提案書については、電子媒体（媒体はＣＤ-Ｒ又は

ＤＶＤ-Ｒ、ファイルはワードやパワーポイント等、編集可能な形式とする）

１部も提出すること。 

① 企画提案応募申請書兼誓約書（様式２） １部 

② 会社概要 １部 
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③ 決算書（直近３期分） １部 

④ 納税証明書(国税、都道府県税、市区町村税） １部 

⑤ 登記事項証明書 (履歴事項全部証明書)  １部 

⑥ 企画提案書 ７部（正１部・副６部） 

⑦ 業務実施体制（様式４） ７部（正１部・副６部） 

⑧ 経費見積書（様式５） ７部（正１部・副６部） 

 

注１ 上記④および⑤については、いずれも発行後３ヶ月以内のものを提

出すること。なお、発行後３ヶ月以内であり、内容が原本と相違ない

ことが確認できるものであれば、写しであっても構わない。 

注２ 上記⑥～⑧については、順番にファイリングし、ひとつで綴じるこ

と。副については、写しでも可とする。 

 

（２）企画提案書の作成に係る留意点 

① 書類提出にあたって使用する言語及び通貨は、日本語及び日本通貨と

すること。 

② Ａ４判の両面印刷を基本とし、Ａ３判を使用する場合は横折込みとす

ること。 

③ 文字サイズは12ポイント以上を基本とすること。 

④ 提案内容は、仕様書「４．業務内容（１）～（６）」の項目ごとに記

載すると共に以下の内容について明瞭かつ具体的に記載すること。 

（ア）契約期間内における年度毎の寄附見込み額及び寄附見込み件数 

（イ）活用を見込むポータルサイト 

注３ 現在、本市が開設しているポータルサイトの活用を原則とす

る。なお、本市のふるさと納税の推進に向けて、追加で新たな

ポータルサイトを提案しても構わない。 

注４ 複数のポータルサイトの活用にあたり、以下の条件を満たす一

括管理システムを導入すること。 

・API連携が可能であること。 

・CSV形式でのデータ出力が可能であること。 

・返礼品提供事業者の負担軽減が図られること。 

（ウ）活用するポータルサイトとの契約手法およびその具体性・実現性

（エ）返礼品を充実させるための手法 

（オ）返礼品提供事業者へのサポート方法 

（カ）寄附者からの問い合わせ、苦情における対応手法と体制 
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⑤ 再委託を行う場合は、委託事業者との連携方法を明記し、その契約形

態についても記載すること。 

⑥ 仕様書の業務内容以外にも有益な提案があれば記載すること。 

⑦ 提出した企画提案書の差し替えは、原則認めない。 

 

６．提案辞退 

企画提案応募申請書兼誓約書を提出した者が、企画提案を辞退する場合は、

企画提案辞退届（様式３）を郵送にて提出すること。なお、企画提案を辞退す

る場合であっても、提出した書類の返送は行わない。 

 

７．受託者の選定 

受託者の選定については、受託候補者選定委員会（以下「選定委員会」とい

う。）の中で、提案者による企画提案書の内容や経費等についてプレゼンテー

ションを行った後、その内容を審査する。委員評価の合計点が最も高く、か

つ配点の満点数と選定委員の人数を乗じた点数の 50％以上の評価を獲得した

ものを優先交渉権者とし、次点のものを次点交渉権者とする。 

応募多数の場合は、一次審査（書面審査等）及び二次審査 （プレゼンテー

ション）に分けて実施し、対象事業者を選定する場合がある。その場合の詳

細は別途通知する。 

選定委員会は非公開で行い、審査経過等に関する問い合わせには一切応じ

ない。 

 

（１）プレゼンテーションの日程（予定） 

以下の日程でプレゼンテーションを実施する。 

 【実 施 日】令和６年２月 29日（木） 

 【場 所】宮古島市役所内会議室 

 【所要時間】25分（プレゼンテーション 15分、質疑 10分） 

 

（２）選考基準 

以下の着眼点に基づいて総合的な評価を行うものとする。 

No 評価内容 配点 

１ 寄附増額への取り組み 

・年度毎の寄附金額や寄附件数の見込みについて、過去の

実績をもとに分析がされているか。 

・分析結果に基づき、今後の具体的な寄附金額及び寄附件

数を増加させる方法が示されているか。 

10 
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２ 返礼品の充実 

・地元事業者を対象とした説明会の開催など返礼品を充実

させるための手法が明確であるか。 

10 

３ 返礼品提供事業者の支援 

・返礼品提供事業者へのサポート方法や積極的なコミュニ

ケーションを図る方法が明確であるか。 

10 

４ 寄附者への情報発信 

・寄附者に対して謝意が伝わり、本市を応援したいという

気持ちの醸成に繋がる情報発信方法が示されているか。 

10 

５ 丁寧な対応・円滑な業務体制の構築 

・寄附者からの問合わせや苦情に対し、窓口が一元化さ

れ、迅速・丁寧な対応ができる相談体制が構築された提

案であるか。 

・関係者等との連絡調整等を円滑に行い、打ち合わせ等に

常時参加できる体制が構築された提案であるか。 

10 

合計 50 

 

（３）結果の通知 

選定結果については、各提案者宛に書面により通知する。 

 

８．契約 

選定された者は速やかに本市と契約交渉にあたり、提案内容・契約の詳細

について協議し、双方合意の後に本業務委託契約を締結する。なお、協議が

合意に至らなかった場合は、次点交渉権者と協議に入るものとする。 

 

９．スケジュール（予定） 

令和６年１月 29日（月） 企画提案資料および質問票の受付開始 

令和６年２月 ６日（火） 質問票受付期限 

令和６年２月 16日（金） 必要書類および企画提案書類の提出期限 

令和６年２月 29日（木） 選定委員会の開催および受託候補者の選定 

令和６年３月上旬     受託者の決定および契約締結 

 

10．その他留意事項 

（１）提出した企画提案書と受託候補者選定委員会でのプレゼンテーションに

用いる資料は同一のものとする。 
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（２）以下のいずれかの事項に該当する場合は、失格又は無効とする。 

① 応募資格のない者が提案したとき。 

② ひとつの法人が複数の提案をしたとき。 

③ 書類等に虚偽の記載をしたとき。 

④ 誤字・脱字等によって提案の意思表示が極端に不明確であるとき。 

⑤ その他、審査評価に影響を及ぼすような不誠実な行為があったとき。 

 

（３）企画提案書等を受理した後の提案者による加筆・修正は原則認めない。 

 

（４）提出書類の収集･作成･送付に係る一切の費用は、提案者の負担とする。 

 

（５）受託者の選定に関する審査内容及び経過等については非公開とし、審査

に関する異議申し立ては一切応じないものとする。 

 

（６）提出された企画提案書類は返却しないものとする。なお、提出された書

類は原則として本業務における公募選定にのみ使用し、提案者の承諾なく

他の目的には使用しない。 

 

11．問い合わせ先 

〒906－8501 沖縄県宮古島市平良字西里1140番地（宮古島市役所２階） 

宮古島市 企画政策部 企画調整課 政策推進係 

担当：山里（やまざと） 

TEL（0980）72－4878／FAX（0980）72－3795 

E-mail：kikaku☆city.miyakojima.lg.jp 

※メール送信の際は、☆を@に書き換えてください。 

 


